
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名 

 

 ① 地域医療構想の推進について  

 

■ 現状（概要） 

 １ 「地域医療構想」は，団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年の医療需要を 

  推計し，医療機能毎の病床の必要量，施策の方向性（病床の機能分化及び連携 

  の推進，在宅医療・介護連携の推進等）を示したもの。 

 ２ 構想実現に向けて，医療機関の自主的な取組や関係者相互の協議を促進する 

   ため，「地域医療構想調整会議」を設置し，必要な調整を行っている。 

 

 ＜ 病床機能ごとの病床数：鹿児島保健医療圏 ＞ 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

2015 年(H27) 

策定時病床数 

         (必要量との差) 

2024 年(R6) 

報告病床数 

      (必要量との差) 

2025 年(R7) 

必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病 

 

 

床 

 

高度急性期 1,392  (＋ 410)  1,724  (＋ 742) 982 

急 性 期 5,122  (＋2,344)  3,761  (＋ 983) 2,778 

回 復 期 1,463  (Δ1,417)  2,860  (Δ   20) 2,880 

慢 性 期 3,121  (＋ 877)  2,611  (＋  367) 2,244 

休 棟 等 346   (＋ 346)    446  (＋  446) ０ 

    計 11,444  (＋2,560) 11,402  (＋2,515) 8,884 

在 宅 医 療 等 8,006 人/日         － 11,097 人/日 

■ 令和７年度の開催状況 

 ・ 地域医療構想調整会議     ３回（予定） 

 ・ 部会長等会議         ３回（予定） 

 ・ 高度急性期及び急性期専門部会 ３回 

 ・ 回復期専門部会        ４回（うち２回は書面開催） 

 ・ 慢性期及び在宅医療専門部会   ３回 
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■ 令和７年度の主な協議事項 

 ・ 独立行政法人福祉医療機構の優遇融資を活用希望の医療機関に係る協議 

・ 地域医療介護総合基金事業補助金（病床の機能分化・連携支援事業）に係る 

協議                           

 ・ 地域医療介護総合基金事業補助金（病床機能再編支援事業）に係る協議 

 ・ 非稼働病棟を有する医療機関の動向調査に係る協議 

  ・ 地域医療構想に基づく取組実績等の報告（案）に係る協議 

・ 令和７年度外来機能報告における紹介受診重点医療機関に係る協議(予定) 

    

■ 課題 

 １ 本医療圏は実質的に県下全域の高度急性期機能を担っていると考えられ，高度 

急性期病床は増加傾向であり，必要病床数を超過している。 

回復期病床は増加しているが必要病床数を下回っており，急性期病床及び慢性 

期病床は減少が徐々に進んでいるものの必要病床数を超過している。 

 医療需要や人口の推移を考慮し，更なる病床の機能分化・連携の推進を図って 

いくことが求められると考える。 

 ２ 今後，増加が見込まれる在宅医療等の需要に対応する医療提供体制の充実を 

  図る必要があると考える。 

 

■ ｢新たな地域医療構想｣について 

令和７年 12 月 12 日に「医療法等の一部を改正する法律」が公布され，地域医療 

構想の見直し等が盛り込まれた。 

＜今後のスケジュール＞ 

   令和７年度  

新たな地域医療構想に関するガイドラインの検討・発出（国） 

  令和８年度  

地域の医療提供体制全体の方向性，将来の病床数の必要量の推計等を検討・策

定する。（都道府県） 

  令和９年度～令和 10 年度  

医療機関機能に着目した地域の医療機関の機能分化・連携の協議等を行う。 

 

■ 依頼事項等 

     医師会，市村，各機関におかれては，地域医療構想の推進について，引き続き 

  御協力をお願いします。 
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項目名 

 

 ② 地域包括ケアシステムの深化及び推進について 

 

■ 現状（概要） 

   高齢化が一層進行する中で，高齢者が住み慣れた地域や家庭で生きがいを持って， 

すこやかで安心して暮らせるよう，地域において，関係機関が連携し，多職種協働に

より在宅医療・介護を包括的かつ継続的な提供できる体制の構築や地域社会全体で高

齢者を支える仕組みづくりなどを担う市村等を支援する。 

 

■ 取組状況 

   (1) 在宅医療・介護連携推進支援事業【入退院支援ルールの推進】 

      病院から在宅へ患者が円滑に移行するために，「入退院支援ルールの手引き」 

   を策定し，患者情報をもれなく介護支援専門員につなぐシステムの定着を図るた

め，ルール運用状況の評価・検討を行っている。 

    その他，市が実施する在宅医療・介護連携推進事業へ参加し，支援を実施 

  (2) 保険者機能強化支援事業 

      圏域内意見交換の実施（集団的個別指導と同日実施） 

      地域支援事業おける現況調査結果を基に，市村間における意見交換を実施 

し，実施状況や課題について情報共有や情報交換を行った。  

(3) かごしま介護予防（総合事業）推進事業  

ア）介護予防事業圏域検討会 

   総合事業の充実化に向けて，検討会を開催（令和８年２月 10 日） 

    イ）専門職アドバイザー派遣（高齢者生き生き推進課） 

     多職種協働による自立支援・重度化防止や地域課題解決のための取組を推 

     進するため専門職アドバイザーを県から派遣し，現地支援を実施。 

＊十島村にて実施予定であったが，天候不良によるフェリー欠航のため中止 

    (4) 保険者指導 

   介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう，保険者等へ対して介護保 

  険事業に関する技術的助言を実施。 

     ・集団的個別指導：令和７年 10 月６日（月）      

   ・一 般 指 導：（今年度対象）いちき串木野市・三島村・十島村 

    (5) 鹿児島地域認知症施策推進会議 

    認知症施策に関する取組について講話・意見交換を実施（令和７年７月 17 日） 

                         

■ 成果・課題 

  ◎ 入院の引継ぎ及び退院の調整漏れの状況  

 

  

 

調査時期 入院引継ぎ割合 退院調整漏れ割合  

 

 
平成 26 年度（運用前） 57.2％ 31.5％ 

令和７年６月(10 年目） 92.1％ 5.8％ 

○ 入退院支援において，医療と介護の連携が継続されるよう必要な支援体制を推 

  進する必要がある。 

  ○ 人口減少や高齢化に伴う課題の把握や，地域特性にあった取組の支援が必要で 

  ある。 

○ 地域支援事業における各事業の連動性を意識し，多職種が連携した取組への支 

  援が必要である。 
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■ 今後の方向性  

・医療・介護関係者間の更なる連携による入退院支援ルールの運用。 

 ・地域支援事業や保健事業と介護予防事業の一体的実施など，事業間の連動性を 

  持った取組や庁内連携推進への支援 

 ・市町村認知症施策推進計画策定に係る支援 

   

■ 依頼事項等 

 医療や介護の関係団体，行政機関におかれては，医療・介護の連携に係る更なる

取組の推進に取り組んでいただきますようお願いします。 

     また，市村におかれましては，地域包括ケアシステムの深化及び推進に向けて， 

  地域支援事業の連動を意識し，庁内連携の推進，地域の資源を活用した取組を 

  進めていただきますようお願いします。 
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病院から在宅につなぐための「入退院支援ルール」があります。
目的： 急性期・回復期の病院から在宅へ患者が円滑に移行するために，介護保険の適用が考えら

れる退院患者の情報をもれなくケアマネジャーにつなぐことができるシステムです。

★

鹿児島保健医療圏「入退院支援ルール」
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厚生労働省HP：社会保障審議会介護保険部会（R7.12.1）会議資料資料1-10
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項目名 ③ 犬・猫の適正飼養の推進について 

 
■ 現状（概要） 

犬・猫の飼い主は「命あるもの」の所有者としての自覚を持ち，適正な飼養に努め
なければならない。しかし，動物の不適切な飼養による人への危害や近隣への迷惑行
為は後を絶たない。このため，関係機関と協力し，飼い主の社会的責任について啓発
を図り，動物と周辺環境に配慮した適正飼養を推進している。 

 

■ 取組状況 
「鹿児島県動物愛護管理推進計画」に基づき，動物愛護思想の普及・啓発，適正飼

養等の推進，県民と動物の安全の確保，関係者間の協働関係の構築に取り組んでいる。 
    １ 不適正飼養者の早期発見，継続的な指導・助言の実施 
    ２ 管内市村担当者との連携 
    ３  狂犬病予防注射徹底に向けた広報活動 
    ４ 「動物愛護週間」や「猫の適正飼養推進月間」等における適正飼養啓発 
    ５  犬・猫譲渡前講習会の実施 
   ６ 地域猫活動の推進 
 

■ 成果・課題 
少子高齢化の進展に伴い，独居高齢者や高齢者夫婦世帯(以下，独居高齢者等とい

う。)が増加している状況にあり，こうした独居高齢者等が自宅の庭に迷い込んだ野良
猫に餌を与え，外飼いをしている事例の相談が寄せられている。 

猫は２月から９月が繁殖期であり，外飼いをしている猫が子猫を産むなど，自宅の
庭に集まる猫が多くなる「多頭飼育」の事例が表面化している。 

  保健所には，近隣住民からこれら「多頭飼育」された猫による糞尿被害の苦情や，
餌を与えている住民から「猫が増えすぎて手に負えなくなった。」などの相談が寄せ
られている。 

  また，こうした独居高齢者等が入院や施設入所した場合，外飼いされていた猫の世
話ができなくなり，近隣の生活環境により一層の悪影響を与えることが懸念される。 

  このため，保健所ではこうした苦情・相談に対して，自治会長等に相談の上，県の
地域猫活動等事業や管内各市が実施する猫の不妊・去勢事業(さくらねこ事業)等を紹
介した上で，地域で猫の世話をする「地域猫活動※」を推進しているところである。 
 令和７年度は各自治会長に「地域猫活動」に関する資料を配布するとともに，住民

向けチラシを配布し，各地域での回覧を依頼した。 

 ※地域猫活動とは，地域の理解と協力を得て，地域住民の合意のもとに住民が主体となって

「飼い主のいない猫」に不妊去勢手術を施し，一代限りの命を全うするまでその地域で衛生的

に猫の管理をすること。 

 

【伊集院保健所に寄せられた犬・猫の苦情及び咬傷事故発生数の推移】 （件）                                                        

 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

犬の苦情 36 45 13 8 

猫の苦情 83 130 80 64 

咬傷事故 3 2 5 2 

 

■ 今後の予定 
管内各市の自治会等に引き続き「地域猫活動」の普及・啓発を推進していく。   
犬・猫の適正飼養の普及啓発については，引き続き関係機関と連携協力し，講習会

や相談・苦情対応時等の様々な機会を捉えて行っていく。 
 

■ 依頼事項等 
犬・猫の適正飼養の推進に引き続き御協力いただくようお願いしたい。 
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自治会長向け説明資料
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保健所は保護施設では
ありません。
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回覧板チラシ
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項目名 

 

 ④ 精神障害者にも対応した地域包括ケアの推進について 

 

■ 現状（概要） 

 精神障害の有無や程度にかかわらず，誰もが地域の一員として安心して自分らし

く暮らせるよう，医療，障害福祉・介護，住まい，社会参加（就労），地域の助け

合い，普及啓発（教育）が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指

して取組を進めている。 

 

■ 取組状況 

 精神障害者が自立して地域で暮らせるよう，鹿児島・日置地区障害者地域連絡協

議会（保健医療福祉関係者による協議の場）などを通じて，精神科やその他の医療

機関，地域援助事業者，市村等との重層的な連携による支援体制の構築に努めてい

る。  
【具体的な取組】 

１  鹿児島・日置地区障害者地域連絡協議会の開催 

  ・令和７年 10 月 30 日(木) 

２ 精神障害者地域移行・地域定着推進会議の開催 

  ・令和７年 11 月 18 日(火) 

３ 各市村自立支援協議会における情報共有と周知 

  ・令和７年６月 30 日(月)（いちき串木野市） 

  ・令和７年８月 28 日(木)（日置市 第１回） 

  ・令和８年２月 27 日(金)（日置市 第２回） 

 

■ 課題 

 管内における令和６年の精神病床の平均在院日数は 655 日であり，依然として県

平均(335 日）及び全国平均(255 日)を大きく上回っており，精神障害者の長期入院 

   化が課題とされている。 

     

   【平均在院日数の推移】                   （単位：日） 

 

 

 

 

年 H28 H29 H30 R 元 R２ R３ R４ R５ R６  

 管内  483  600  536  637 651 610 707 725 655 

本県 361  360  360  349  359 369 366 350 335 

国 270  268  266  265  277 275 277 263 255 

   ※ 資料 厚生労働省「病院報告」   
      

■ 今後の方向性 

 今後も，鹿児島・日置地区障害者地域連絡協議会などの保健医療福祉関係者によ

る協議の場等を通じて，地域移行に必要な住まいの確保や医療，介護，障害福祉サ

ービス等の充実を図るための具体策の検討や情報共有等を行い，市村自立支援協議

会と連携を図りながら，相互補完的・重層的支援体制の構築に努める。 

 

■ 依頼事項等 

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進には，医療機関，事業者，市

町村，保健所等の連携が不可欠ですので，今後も引き続き御協力いただきますよう

お願いします。 
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主 要 施 策 の 概 要 

 

保 健 福 祉 環 境 部 

 

主 要 施 策 概 要 

１ 安全で質の高い医療

の確保 

 

(1) 鹿児島県保健医療計画の推進 

「鹿児島県保健医療計画」に基づき，当振興局管内に

おいても「県民が健康で長生きでき，安心して必要な医

療を受けられる鹿児島」を目指して，健康づくり・疾病

予防の推進や患者の視点に立った良質な医療の提供体制

などを整備することが求められている。 

当振興局では，地域の特性を踏まえて，県計画の中の

「圏域編（鹿児島保健医療圏（日置地区・鹿児島郡））」

に基づき，５疾病，６事業※及び在宅医療における医療連

携体制を構築しており，医療機能の分化・連携による切

れ目のない医療連携体制を整備するとともに，健康づく

り・疾病予防を推進している。 

※ ５疾病：がん，脳卒中，心筋梗塞等の心血管疾患，糖尿病，精神疾患 

６事業：救急医療，災害医療，新興感染症，離島・へき地医療，周産期医療，小児医療・小児救急医療 

 

(2) 鹿児島県地域医療構想の推進 

病床の機能分化及び連携を進めるために，医療機能毎

に2025年の医療需要と病床の必要量を推計した鹿児島県

地域医療構想が2016年(平成28年)11月に策定された。 

現在，各保健医療圏の地域医療構想調整会議において 

2025年(令和７年)における病床の必要量を達成するため

の方策やその他の地域医療構想の達成を推進するために

必要な協議を行っている。 

 

ア 病床機能ごとの病床数：鹿児島保健医療圏 

 2015年(H27) 

策定時病床数(床) 

      (必要量との差) 

2024年(R6) 

報告病床数(床) 

   (必要量との差) 

2025年(R7) 

必要病床数 

(床) 

病 
 

床 

高度急性期  1,392(＋ 410)  1,724(＋ 742)    982 

急 性 期  5,122(＋2,344)  3,761(＋ 983) 2,778 

回 復 期  1,463(Δ1,417)  2,860(Δ   20) 2,880 

慢 性 期  3,121(＋ 877)  2,611(＋  367) 2,244 

休 棟 等    346(＋ 346)    446(＋  446) 0 

計 11,444(＋2,560) 11,402(＋2,515) 8,884 

在 宅 医 療 等 8,006人/日 － 11,097人/日 
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主 要 施 策 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 健康づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「新たな地域医療構想」について 

  令和７年12月12日に「医療法等の一部を改正する法 

律」が公布され，地域医療構想の見直し等が盛り込ま 

れた。 

  新たな地域医療構想の基本的な考えは以下のとおり

である。 

  ・2040年に向け，外来・在宅，介護との連携，人材 

   確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資 

するよう策定・推進する。 

   ・新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け，医 

    療計画は新たな構想に即して具体的な取組を進め 

る。 

   ・新たな構想は令和９年度から順次開始する。 

 

＜今後のスケジュール＞ 

    令和７年度  

新たな地域医療構想に関するガイドラインの検 

討・発出（国） 

   令和８年度  

地域の医療提供体制全体の方向性，将来の病床数 

の必要量の推計等を検討・策定（都道府県） 

   令和９年度～令和10年度  

医療機関機能に着目した地域の医療機関の機能分 

化・連携の協議等を行う。 

 

 

(1) 健康かごしま21の推進 

「健康かごしま21」（令和６年度～令和17年度）に基

づき，「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」，「生活の質

の向上」を目標として，市村や健康づくり関連グループ

等の関係機関・団体と連携し，県民の健康づくりを推進

している。 

 

ア 「健康かごしま21鹿児島地域推進協議会」の開催 

 ・日時：令和７年10月17日（金）14時～15時30分 

  ・場所：鹿児島地域振興局日置庁舎 

イ かごしま健康イエローカードーキャンペーンの実施 

・ 生活習慣の改善や健診受診率の向上のための普及啓発 

・ 人材育成など健康づくりを支援する環境づくりの促進 
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ウ 健康づくりを支援する社会環境整備の実施 

エ 「鹿児島地域歯科口腔保健推進会議」の開催 

・期日：令和８年２月18日（水）14時～15時30分 

 

(2) 母子保健対策の推進 

ライフステージに応じた一人一人に対する切れ目のな

い支援や少子化対策の一環としての先進医療不妊治療費

の助成(R4年4月1日から不妊治療が保険適用となったこ

とに伴い，保険診療と併用できる治療)などにより，母

子保健対策を推進している。 

 

 ア 小児慢性特定疾病児童等への支援 

  ・認定件数（６年度）            (人) 

 申請件数 認定件数 

新規 14 14 

継続 82 82 

・個別支援等（６年度）       （延べ：人） 

電話 面接 訪問 

103 123 20 

・交流会の開催 

    ・日時：令和７年11月13日（木）10時30分～12時 

    ・場所：日置市東市来保健センター 

 

イ 先進医療不妊治療費助成や不妊専門相談等の実施 

・治療費助成状況（６年度） 

 

 

 

 ・不妊専門相談センター事業（一般相談窓口）（延べ：人） 

R6年度 
面接相談 電話件数 

38 21 

 

 

市 町 村 かごしま食の健康応援店 健康づくり賛同事業所 たばこの煙のないお店 

日 置 市 46 13 56 

いちき串木野市 29 13 32 

三 島 村 ０ ０ ２ 

十 島 村 ０ ０ ７ 

計 75 26 97 

申請件数 承認件数 

45 件 45 件 

（6年度末現在） 
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主 要 施 策 概 要 

３ 地域包括ケアシステ

ムの深化・推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 感染症危機管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者等が要介護状態になっても，住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う，医療・介護・予防・住まい・生活支援の各分野が互い

に連携しながら支援する体制を構築し，維持し続けていく

ことが必要であり，地域の特性に応じた取組を推進してい

る。 

(1) 在宅医療・介護連携の推進 

ア 鹿児島保健医療圏域入退院支援ルールの運用と定着 

 

 イ 鹿児島保健医療圏入退院支援ルール医療・介護合同会議の開催 

   ・期日：令和７年12月19日（金）14時00分～ 

   ・場所：鹿児島県庁講堂 

 

(2) 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能強化の支援 

市町村担当者や関係者に向けた意見交換会等の開催 

 ＜圏域内意見交換会＞ 

・日時：令和７年10月6日（月）13時10分～ 

  ・場所：鹿児島地域振興局日置庁舎 

 

(3) 認知症施策の推進 

「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」におけるキャ

ンペーン及び認知症施策推進会議の開催 

 ＜鹿児島地域認知症施策推進会議＞ 

 ・日時：令和７年７月17日（木）14時～16時 

 ・場所：鹿児島地域振興局日置庁舎 

 ・出席者：市村７名，病院４名，認知症介護指導者4名 

 

 

感染症動向の把握・情報還元，予防対策の普及啓発に努

め，患者発生時は，医療提供などの措置対応や疫学調査等

を実施し，感染拡大を防止している。また，新たな感染症

による健康危機発生に備え，関係機関との連携を図り，保

健所体制の整備に取り組んでいる。 

 

(1) 新興感染症の危機管理体制の確保 

感染症発生時に迅速に対応できるよう鹿児島地域感染

症危機管理対策協議会を開催し，管内の関係機関と連携

し，平時から有事に備えた体制等の構築に努めている。 

＜鹿児島地域感染症危機管理対策協議会＞ 

・日時：令和８年１月（書面開催） 

調査時期 入院引継ぎ割合 退院調整漏れ割合 

平成26年度（運用前） 57.2% 31.5% 

令和７年6月（10年目） 92.1% 5.8% 
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５ 安全で衛生的な生活

環境の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 障害者福祉の推進 

 

(2) 感染症予防対策の推進 

管内での感染症発生動向を把握し，感染拡大防止対

策を行っている。 

ア 管内感染症発生動向データの収集及び施設等での

集団発生時の相談対応や支援 

 

イ 感染対策を推進するため関係機関を対象に感染症

地域連絡研修会を開催 

 ・日時：令和７年８月８日（金）14時～15時30分 

 ・場所：鹿児島地域振興局日置庁舎（ハイブリッド） 

 ・出席者：64名（高齢者施設職員，市村，消防） 

  ・内容：情報提供「管内の感染症情報」 

講話「高齢者施設等における感染管理」 

 

 

食品関係施設の監視指導による食中毒予防対策及び食品

の収去検査等による食品の安全対策や，公衆浴場等入浴施

設でのレジオネラ症予防に努めるとともに，狂犬病の発生

防止・動物愛護精神の普及啓発・適正な飼養管理の推進

や，不正薬物の有害性・危険性の普及啓発により薬物乱用

防止に努めている。 

また，産業廃棄物の適正処理の推進のため，不法投棄の

監視や事業所等の監視指導に努めている。 

食中毒(飲食店)の発生状況(６年度) ３件 

 

 

(1) 鹿児島・日置地域における障害者等への支援を充実

するため「鹿児島・日置地区障害者地域連絡協議会」を

開催し，関係機関との連携を図る。 

  

 

 

 

(2) 公共施設や商業施設等における身体障害者用駐車場

の適正利用を促進するため，「身障者用駐車場利用

証」を交付する。 

 

(3) 障害者施設や障害福祉サービス事業所等に対し指導

監査・実地指導を実施し，適切な入所者処遇やサービ

ス提供の促進に努めている。 

 

 

 

 

 

開催日 開催場所 参加者数 

令和７年10月30日 

           

鹿児島地域振興局 

日置庁舎 

約16人（障害者団体，福

祉関係機関，市村等） 
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主 要 施 策 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 自殺対策の推進 

 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律及び児童福祉法に基づき，事業所の指定や

市村に対する補助金の交付等を行っている。 

・重度心身障害者医療費助成事業費補助金 

・障害者自立支援給付費等負担金 など 

 

(5) 精神障害者等への個別相談 

・個別訪問活動及び電話相談対応等 

・令和７年度は，十島村を対象として精神保健福祉相

談会を実施（荒天のためＷｅｂ開催） 

 

  

 

(6) 自傷他害の恐れのある精神障害者等に対する措置関

係事務を行っている。 

 

(7) 障害者の方々が安心して暮らせる鹿児島づくりを進

めるため，障害者やその家族等と意見交換会を開催す

る。 

 

 

(1) 自殺予防週間キャンペーンの実施 

 

 

 

 

(2) 若年層対策  

若年層の自殺予防とこころの健康づくりを推進 

・若年層ゲートキーパー養成講座の開催 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 開催場所 相談者数 

令和７年６月３日 十島村（悪石島） ５人 

開催日 開催場所 参加者数 

令和７年５月28日 鹿児島市 24人(事務局等含む) 

実施日 実施内容 

令和７年９月10～16日 

           

街頭でのチラシ，グッズの配布 

ポスターの掲示 等 

開催日 対象 参加者数 

令和７年１２月１１日 

         

神村学園（いちき串木野市） 

看護学科４年生 

110人 
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主 要 施 策 概 要 

８ 児童福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 社会福祉施設等に対

する指導及び監査の実

施 

 

特別児童扶養手当の認定，児童福祉費負担金の決定，障

害児入所給付費の支給決定，母子父子寡婦福祉資金の貸し

付け等を的確かつ円滑に行うことにより，児童の健全育

成・発達支援に努めている。 

(1) 日置市及びいちき串木野市に対する保育所入所事務

の指導監査 

(2) 認可外保育施設の立入調査 

(3) 特別児童扶養手当の認定及び管内市村に対する指導

監査 

(4) 障害児入所給付費の支給決定 

(5) 児童福祉費負担金の決定及び納入指導 

(6) 子ども医療費補助金，ひとり親家庭医療費補助金の

市村に対する交付及び指導監査 

(7) 母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還金納入指導 

(8) 母子父子家庭等に係る相談支援（訪問･電話･手紙

等） 

 

 

社会福祉法，障害者総合支援法，介護保険法，医療法等

に定める法人・施設及び事業者等に対する指導監査等を通

じて，適正な運営や利用者処遇の確保に努めている。 

(1) 社会福祉法人，施設の指導監査 

(2) 介護保険事業者，施設の指導・監査 

(3) 障害福祉サービス事業者等の指導・監査 

(4) 病院，診療所等の立入検査 

(5) 病院，診療所からの申請，届出受理 

(6) 介護保険者の指導 

(7) 介護保険事業者，施設の指定，更新，届出受理 

(8) 地域医療安全支援センターの運用 
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